
規

則 

 

埼
玉
県
地
域
機
関
事
務
の
委
任
及
び
決
裁
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に

公
布
す
る
。 

 
 

令
和
七
年
二
月
二
十
一
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

埼
玉
県
規
則
第
十
二
号 

 
 

 

埼
玉
県
地
域
機
関
事
務
の
委
任
及
び
決
裁
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

埼
玉
県
地
域
機
関
事
務
の
委
任
及
び
決
裁
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
五
年
埼
玉
県
規
則
第
二

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

別
表
第
二
地
方
行
政
機
関
の
表
保
健
所
長
の
項
第
三
十
七
号
委
任
事
務
の
欄
１
中
「
大
麻
草
採

取
栽
培
者
」
を
「
第
一
種
大
麻
草
採
取
栽
培
者
」
に
改
め
、
同
欄
３
中
「
大
麻
草
採
取
栽
培
者
名

簿
」
を
「
第
一
種
大
麻
草
採
取
栽
培
者
名
簿
」
に
改
め
、
同
欄
８
及
び
９
中
「
大
麻
草
採
取
栽
培

者
」
を
「
第
一
種
大
麻
草
採
取
栽
培
者
」
に
改
め
、
同
欄 

中
「
第
十
二
条
の
四
第
一
項
」
を
「
第

十
二
条
の
七
第
一
項
」
に
改
め
、
同
欄 

中
「
第
十
二
条
の
四
第
三
項
」
を
「
第
十
二
条
の
七
第

三
項
」
に
改
め
、
同
欄 

中
「
第
十
二
条
の
四
第
四
項
」
を
「
第
十
二
条
の
七
第
四
項
」
に
、
「
大

麻
草
採
取
栽
培
者
名
簿
」
を
「
第
一
種
大
麻
草
採
取
栽
培
者
名
簿
」
に
改
め
、
同
欄 

中
「
第
十

二
条
の
五
第
二
項
」
を
「
第
十
二
条
の
八
第
三
項
」
に
改
め
、
「
大
麻
」
の
下
に
「
又
は
発
芽
不

能
未
処
理
種
子
」
を
加
え
、
同
号
専
決
事
項
の
欄
中
「
第
二
十
一
条
第
一
項
」
を
「
第
二
十
二
条

の
三
第
一
項
」
に
改
め
、
「
そ
の
他
大
麻
」
及
び
「
又
は
大
麻
」
の
下
に
「
等
」
を
加
え
る
。 

 
 

 

附 

則 

１ 

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
三
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
改
正
後
の
別
表
地
域
機
関

の
表
保
健
所
長
の
項
第
三
十
七
号
委
任
事
務
の
欄
１
の
事
務
の
う
ち
、
大
麻
取
締
法
及
び
麻
薬

及
び
向
精
神
薬
取
締
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
五
年
法
律
第
八
十
四
号
。
次
項
に
お

い
て
「
改
正
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
申
請
を
受
理
す
る
事
務
に
係
る
部

分
は
、
公
布
の
日
か
ら
適
用
す
る
。 

２ 

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
改
正
法
附
則
第
四
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ

と
と
さ
れ
る
大
麻
草
採
取
栽
培
者
に
係
る
事
務
に
つ
い
て
は
、
同
条
に
規
定
す
る
当
該
大
麻
草

採
取
栽
培
者
に
係
る
免
許
の
有
効
期
間
内
は
、
改
正
前
の
別
表
第
二
地
方
行
政
機
関
の
表
保
健

所
長
の
項
第
三
十
七
号
の
規
定
は
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。 
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